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市からの連絡帳

◎幼児用ヘルメット
　ＳＧマークが添付されているもの
で左記自転車と同時購入の場合に限
る。１世帯２個（幼児を４人以上養
育している場合で自転車を２台購入
の場合は４個）まで
※自転車、ヘルメットともに、中古・
転売品は除く。
□助成金額　購入費の２分の１
（限度額２万円）
□必要なもの
敢交付申請書（兼実績報告書）
柑領収書（申請者の氏名・購入品目
の名称が明記されている原本）
※購入品目と購入価格のみが記載さ
れているレシートでは受付できません。
桓製造メーカーの保証書の写し（型
番、製造番号、保障期間、購入年月
日、申請者の氏名・住所などの明記
があり、購入店舗のわかるもの）
棺印鑑（認印可）
款申請者名義の預金口座のわかるも
の（別途請求書の記入の際に必要）
※敢～款は同一名義にしてください。
□案内配布　子育て支援課（田無庁
舎１階）、市内自転車販売店
　申 上記敢～款を平成２３年３月３１日昭
までに子育て支援課（田無庁舎１階）
へ直接持参。
※台数に限りがあります。
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４１）

　対 敢申請時に、市に住所があり、現
に居住していること
柑幼児（６歳未満）を２人以上養育
していること
桓すでに同様の助成金の交付を受け
ていないこと
【対象となる幼児２人同乗用自転車
などは？】
◎幼児２人同乗用自転車
敢社団法人自転車協会の定める「幼
児２人同乗用自転車安全基準」に適
合し、「幼児２人同乗基準適合車Ｂ
ＡＡマーク」（下記参照）が貼付され
ているもの（１世帯につき１台。幼
児を４人以上養育している場合は、
１世帯につき２台まで）
柑運転者の座席とは別に前後２席の
幼児用座席を装着済みのもの
桓市内の販売店で平成２１年１０月１日
以降に購入したもの

■平成２２年度　幼児２人同乗用自転車購入費の一部助成
所がある方のみ）に記入し、住所が
確認できるもの（免許証・保険証な

ど）
をご利用になりたい施設へ直接持
参。
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４１）

■地域子育て支援センターに
遊びに来てください！
　市内４か所の保育園の中にある
『地域子育て支援センター』では、
地域の子育て中の保護者の方とお子
さんが、遊んだり・おしゃべりした
り・ちょっと気分転換など集いの場
を提供しています。育児相談は、い
つでもお受けしています。楽しいイ
ベントや育児講座も盛りだくさん！
お気軽に遊びに来てください。詳細
は、各センターへお問い合わせを。
　問 地域子育て支援センター
『なかまち』（なかまち保育園内）
（札４２２－４８８０）
『けやき』　（けやき保育園内）
（札４６４－３８２３）
『ひがし』　（ひがし保育園内）
（札４２１－９９１３）
『やぎさわ』（やぎさわ保育園内）
（札４６５－０３２８）

■「病児保育室えくぼ」・「病後
児保育室ぱんだ」のご利用を！
～事前登録が必要です～
　病気中のお子さんや病気の回復期
のお子さんを一時的にお預かりしま
す。
　この事業は、市が医療機関に実施
を委託しています。
　対 市内在住または在勤の保護者のお
子さんで、生後満６か月～１０歳に達
する日の属する年度の末日までのお
子さん。
　場 ①病児保育室えくぼ【定員６人】
（下保谷４－２－２１・札４３８－７００１）
②病後児保育室ぱんだ【定員４人】
（田無町４－２７－３・札４６５－０９８８）
□利用時間
月～金曜日…午前８時３０分～午後６時
土曜日…午前８時３０分～午後０時３０分
□利用料金
４時間を超えるとき…３，０００円
４時間以内…１，５００円
※生活保護受給世帯や市町村民税非
課税世帯などは減免有り。
□申込書配布　子育て支援課（田無
庁舎１階）、病児保育室えくぼ、病後
児保育室ぱんだ
※市　HP からダウンロードできます。
　申 病児・病後児保育事業登録申込書、
病児・病後児保育事業収入状況報告
書（利用料金の減免申請をする方の
み）、在勤証明書（西東京市以外に住

は、申請のあった翌月分から支給し
ます。所得が限度額以上の時は、支
給を停止します（下表参照）。
　なお、児童扶養手当は、手当の受
給者が母の場合は、母が監護する児
童の父から、母または児童が受け取
る養育費について、その金額の８割
が母の所得として取り扱われます。

場合を含みます。
□手当額
全部支給　月額４万１，７２０円
一部支給　月額４万１，７１０円～９，８５０
円（所得に応じて１０円きざみ）
第２子は５，０００円、第３子以降１人
につき３，０００円の加算。
※手当の受給後、資格がなくなって
いるにもかかわらず、届出をしない
で手当を受給していると資格がなく
なった月の翌月からの手当額を全額
返還していただきます。また、偽り
その他の不正の手段により手当を受
けた方は、３年以下の懲役または３０
万円以下の罰金に処せられることが
ありますので、ご注意ください。

興特別児童扶養手当

□受給資格　２０歳未満の中・重度の
障害（おおむね愛の手帳１～３度程
度、身体障害者手帳１～３級、４級
の下肢の一部程度、これらと同程度
以上の内部障害、または日常生活に
著しい制限を受ける状態の精神障
害）のある児童を養育している父母
または養育者。
　手帳をお持ちでなくても指定の診
断書により、申請ができます。
　児童が施設入所している場合、児
童の障害を支給事由とする公的年金
を受けることができる場合は支給さ
れません。
□手当額
重度障害児　月額５万７５０円
中度障害児　月額３万３，８００円
※児童扶養手当・特別児童扶養手当

興児童扶養手当

□受給資格　日本国内に住所があ
り、次の支給要件に該当する１８歳以
下の児童（障害児は２０歳未満）の母
または養育者（母または養育者が老
齢福祉年金以外の公的年金を受給で
きる場合は除く）
□支給要件
①父母が離婚した児童　
②父が死亡または生死不明の児童　
③父に重度の障害がある児童
④父が１年以上拘禁されている児童
⑤父に１年以上遺棄されている児童
⑥婚姻によらないで生まれた児童
（認知した父の扶養がある場合を除
く）
　なお、昭和６０年８月１日以降支給
要件に該当し、平成１５年４月１日現
在５年を経過している方は時効によ
り手当の請求をすることができませ
ん。
□支給制限　次の状態にある場合は
該当しません。
①児童が父または母の死亡により遺
族年金などを受給している
②児童が里親に委託されていたり児
童福祉施設などに入所している
③児童が父と生計を同じくしている
④児童が母の配偶者（事実上の配偶
者を含む）と生計を同じくしている
⑤請求者または児童が日本に住所が
ない
※事実上の配偶者とは、男性の住民
票が同住所にある場合や定期的な訪
問、生活費の補助などを受けている

■児童扶養手当・特別児童扶養手当のご案内

興平成２２年度児童扶養手当・特別児童扶養手当所得制限限度額表
（平成２１年中の所得・平成２２年８月分～平成２３年７月分手当に適応）

特別児童扶養手当児童扶養手当
扶養
人数 配偶者

扶養義務者本人
孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者

本人

一部支給全部支給

６２８万７，０００円４５９万６，０００円２３６万円１９２万円１９万円０人

６５３万６，０００円４９７万６，０００円２７４万円２３０万円５７万円１人

６７４万９，０００円５３５万６，０００円３１２万円２６８万円９５万円２人

６９６万２，０００円５７３万６，０００円３５０万円３０６万円１３３万円３人

１人増すごとに
加算２１万３，０００円１人増すごとに加算３８万円４人以上

老人扶養６万円
（老人扶養のみは
２人目から）

特定扶養２５万円
老人扶養１０万円

老人扶養６万円
（老人扶養のみ
は２人目から）

特定扶養　１５万円
老人扶養　１０万円

１人につ
き加算

興所得から控除できる額 

特別児童
扶養手当

（本人・配偶
者等共通）

児童扶養手当

種別 受給者（養育者）、配
偶者、扶養義務者、
孤児等の養育者

受給者（母）

８万円８万円８万円社会保険料相当額

２７万円２７万円２７万円障害・勤労学生控除

４０万円４０万円４０万円特別障害者控除

※２７万円２７万円０寡婦（夫）控除

８万円８万円０寡婦特別加算控除

控除相当額控除相当額控除相当額雑損・医療費・配偶者特別・小規模企業共済等
掛金控除

※配偶者は寡婦（夫）控除なし

◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０） ■子ども手当の申請を　
　お忘れなく！
　子ども手当を６月に支給する
ための申請期限は、５月１７日捷
までとなっています。
　詳細は、市報５月１日号をご
覧ください。
◆子育て支援課 　田 
（札４６０－９８４０）


